
平成

３
促

年 月 日 火曜日

山
山

を
次第

山 口 県

○
公平基山

（定期）報

○
規山

○
告保道 毎

第 号

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
認
定
木
材

進
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法
律
（
平
成
二
十

平
成
二
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二
年
十
二
月
二
十
八
日

口
県
規
則
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五
十
四
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山
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木
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業
改
善

口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

告成
二
十
二
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の

本
測
量
の
実
施
（
監
理
課
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…
…
…

規

口
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木
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善
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金
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路
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路
整
備
課
）

週
火
・
金
曜
日
発
行

製
造
業
者
」
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は
、
公
共
建
築

二
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下

山
口
県
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付
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則
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一
部
を
改
正

貸
付
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等
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お
け
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木
材
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「
公
共
建
築
物
木
材
利
用
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進

事
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井
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す
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規
則
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則
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十
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一
部
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二

平 成 年
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（火曜日）

一

保
安
林
の
所
在
場
所

告

山
口
県
告
示
第
四
百
三
十
七

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

別
記
第
四
号
様
式
の
別
紙
中

者
業

造
製

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
注
２
及

者
業
企

」
を
「

業
企

小
中
定
認
、

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利

及
び
公
共
建
築
物
木
材
利
用
促

第
九
条
第
二
項
に
次
の
一
号

三

公
共
建
築
物
木
材
利
用

利
用
促
進
法
第
十
条
第
一

第
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二

者
又
は
認
定
木
材
製
造
業
者
」

別
記
第
一
号
様
式
の
添
付
書

法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条

第
三
条
中
「
又
は
認
定
中
小

め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
及
び
一

定
木
材
製
造
業
者
ご
と
」
に
改

第
五
条
第
一
項
中
「
及
び
農

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年

山
口

示

号
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五

。十
八
日

者
業
企

小
中

定
認

は
又

」
を
「、

び
注
３
並
び
に
別
記
第
六
号
様
式

業
造

製
材

木
定

認
は

又
者

者

」

ら
施
行
す
る
。

用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

進
法
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

を
加
え
る
。

促
進
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
資

項
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す

十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
認
定
中

に
改
め
る
。

類
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
一
項
の
認
定
木
材
製
造
業
者
を

企
業
者
」
を
「
、
認
定
中
小
企
業

認
定
中
小
企
業
者
ご
と
」
を
「
、

め
る
。

林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃

法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
条
」
を

一

県
知
事

二

井

関

成

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

認
は

又
者

業
企
小

中
定

認
材
木

定

の
添
付
書
類
１
中
「

小
中

定
認
は

又

に
改
め
る
。

二
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九

金
に
あ
っ
て
は
、
公
共
建
築
物
木

る
書
類
の
写
し

小
企
業
者
」
を
「
、
認
定
中
小
企

い
う
。

者
又
は
認
定
木
材
製
造
業
者
」
に

一
認
定
中
小
企
業
者
ご
と
及
び
一

料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促

「
、
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ

保 条材業 改認進イ

規

則

告

示
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山 口

三二七〇一四一五

（定期）県 報

木一三田七ら三八

第 号

一の三〇七八八
四
二
、
八
四
三
、
八
四
七
の
一
、

、
八
五
九
の
一
、
字
鍋
割
八
六
〇

八
九
、
四
九
八
、
八
八
六
、
八

、
字
焼
尾
七
一
五
、
七
二
〇
、
字

七
の
二
、
八
二
七
の
三
、
八
二
八

、
七
五
五
、
七
五
七
、
七
六
七

、
一
四
一
九
、
一
八
二
五
、
字
柳

八
三
五
ま
で
、
八
三
七
か
ら
八

、
八
二
四
の
九
、
八
二
四
の
一
三

の
四
一
か
ら
八
二
四
の
四
五
ま
で

五
の
一
、
九
三
五
の
二
、
九
三

、
九
三
九
の
一
、
九
三
九
の
二
、

の
一
か
ら
一
四
〇
七
の
三
ま
で
、

の
一
、
一
四
一
〇
の
二
、
字
迫
谷

、
三
九
七
の
二
、
四
〇
〇
の
一
、

〇
六
の
二
、
四
〇
八
の
一
、
九
〇

、
九
五
二
の
一
、
九
五
三
の
一

、
一
四
一
一
、
字
迫
村
四
一
九
、

坂
一
八
四
か
ら
一
八
六
ま
で
、

、
字
三
丸
田
一
九
四
の
一
、
一
九

、
九
二
四
、
九
二
五
の
一
、
九
二

二
六
三
、
字
内
広
二
八
五
、
二

、
八
二
四
の
三
六
、
八
二
四
の
七

八
七
六
の
三
ま
で
、
八
七
七
、
一

五
八
、
字
法
師
三
五
九
、
三
六
二

〇
、
三
八
二
、
九
二
六
の
一
、
九

長
門
市
三
隅
上
字
人
墓
二
、
三
、

三
九
七
の
五
か
ら
一
三
九
七
の
一

二
四
、
一
三
九
七
の
三
四
、
字
下

九
九
の
四
ま
で
、
字
と
ち
の
木

、
一
〇
一
、
一
〇
三
、
九
一
一
の

〇
の
二
、
一
七
一
、
一
七
二
、
一

八
三
の
三
ま
で
、
八
八
三
の
五
、

八
七
の
三
、
八
八
八
か
ら
八
九
一

字
四
ノ
瀬
八
四
七
の
三
、
八
四

の
一
、
八
六
一
、
八
六
二
、
八

九
三
、
九
六
三
、
九
六
五
、
九
六

法
師
谷
七
二
九
、
七
三
二
、
七

の
一
、
八
二
八
の
二
、
八
三
〇

、
八
二
五
の
七
、
八
二
九
、
八
三

谷
八
二
四
の
二
、
八
二
四
の
三

四
〇
ま
で
、
八
四
一
の
一
、
一
八

、
八
二
四
の
一
九
、
八
二
四
の

、
八
二
四
の
六
八
、
八
二
四
の

五
の
四
、
九
三
五
の
五
、
九
三
六

九
三
九
の
四
、
一
三
九
七
の
五

一
四
〇
八
の
一
、
一
四
〇
九
の

三
八
三
、
三
八
五
の
一
、
三
八

四
〇
〇
の
四
、
四
〇
二
の
一
、

八
の
四
、
九
〇
八
の
八
、
九
〇

、
九
五
三
の
二
、
字
櫨
ケ
台
四
一

四
二
四
の
二
、
字
森
河
内
四
二

八
二
四
の
七
一
、
一
四
〇
二
、
一

五
、
一
九
七
、
二
〇
一
の
一
、

六
の
五
、
九
二
七
の
二
、
九
二

八
六
、
二
九
一
、
二
九
六
、
二
九

〇
、
八
六
九
、
八
七
一
、
八
七

四
〇
五
、
字
榎
ノ
木
三
一
二
、

、
字
田
中
坂
三
七
八
の
一
、
三

二
六
の
四
、
九
二
七
の
一
、
九

九
一
四
、
九
二
六
の
三
、
一
三

一
ま
で
、
一
三
九
七
の
一
三
、

人
墓
二
七
、
二
八
、
一
三
九
七

三
八
、
四
一
、
四
二
、
五
〇
、
字

一
、
九
一
二
、
九
一
七
、
九
一

七
五
の
一
、
一
七
六
、
一
七
八

八
八
四
の
一
、
八
八
五
の
一
、

ま
で
、
八
九
二
の
一
、
八
九
二

八
、
八
四
九
、
八
五
二
、
八
五

六
五
、
八
六
六
、
八
八
〇
、
字

八
、
九
六
九
、
字
後
畑
七
一

三
三
の
二
、
八
二
四
の
七
、
八

、
一
八
二
四
、
字
柳
ケ
谷
七
五

二
、
八
四
一
の
二
、
一
四
一

、
八
二
四
の
七
二
、
八
三
三
か

二
八
、
字
奥
大
里
八
二
四
の

二
七
、
八
二
四
の
三
七
、
八
二

六
九
、
八
二
五
の
九
、
字
中
所

、
九
三
八
の
一
、
九
三
八
の

二
、
一
四
〇
六
の
一
、
一
四
〇

一
、
一
四
〇
九
の
二
、
一
四
一

五
の
三
、
三
九
四
、
三
九
七
の

四
〇
五
の
二
、
四
〇
六
の
一
、

八
の
九
、
九
四
三
、
九
四
八
の

〇
か
ら
四
一
二
ま
で
、
四
一

八
、
字
石
原
四
六
二
、
字
神
田

四
〇
三
の
一
、
一
四
〇
四
の

二
〇
一
の
三
、
二
一
五
、
九
二

九
、
字
河
内
二
二
三
、
字
上
堀

八
か
ら
三
〇
四
ま
で
、
三
〇

三
、
八
七
五
、
八
七
六
の
一
か

八
七
八
、
字
横
河
内
三
五
七
、

七
九
の
一
、
三
七
九
の
二
、
三

三
四
の
一
、
九
三
四
の
二
、
九

九
六
の
一
、
一
三
九
七
の
一
、

一
三
九
七
の
一
九
、
一
三
九
七

の
二
、
一
三
九
九
の
一
か
ら
一

堂
ノ
上
九
〇
、
九
七
、
一
〇

九
、
字
本
山
一
七
〇
の
一
、
一

、
八
八
二
、
八
八
三
の
一
か
ら

八
八
五
の
三
、
八
八
七
の
一
、

の
二
、
五
一
九
二
の
一
、
字
榎

道
路
の
区
域

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二

課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

一
九
一
号

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
長
門
市

山
口
県
告
示
第
四
百
三
十
八

一
八
の
一
、
一
〇
四
七
、
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

堀
田
八
六
八
、
字
落
畑
八
九

九
〇
五
の
一
、
九
〇
六
の
一

五
〇
、
九
五
三
、
九
五
四
、

五
、
字
大
畑
九
〇
八
の
五
、

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。

〇
〇
三
、
一
〇
〇
五
、
一
〇

七
、
字
後
河
内
九
六
六
、
九

五
、
九
七
七
、
字
足
新
棒
九

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一

十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
一

す
る
。

十
八
日

山
口

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

経
済
観
光
部
農
林
課
に
備
え
置
い

号
〇
四
八
、
一
四
三
八
、
字
大
谷
一

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
長

す
る
。

三
の
一
、
八
九
六
、
八
九
七
、
九

、
九
〇
九
、
字
小
郷
九
〇
八
の
一

九
五
七
、
一
〇
六
四
の
八
八
、
一

九
八
六
、
九
八
八
、
九
八
九
の
一

）
、
九
九
四
、
九
九
五
、
九
九
八

〇
九
、
一
〇
一
〇
、
字
迫
九
四
七

六
八
、
九
七
九
か
ら
九
八
三
ま
で

八
九
、
九
八
九
の
二
、
九
九
一
、

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整

県
知
事

二

井

関

成

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

〇
九
八
の
一
、
一
四
二
八

門
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

〇
〇
か
ら
九
〇
二
ま
で
、
九
〇
四

、
九
三
四
、
九
四
一
、
九
四
八
、

四
二
三
、
一
四
二
四
の
一
、
一
四

、
九
九
〇
、
九
九
一
、
九
九
三
（

の
一
、
九
九
八
の
二
、
九
九
九
、

、
九
五
〇
の
一
、
九
五
六
、
九

、
字
小
合
九
七
〇
、
九
七
二
、
九

九
九
四
、
一
四
三
四
、
字
東
原
一

二

道備 水 準 、九二次一五七〇



平成

（
四平

年 月 日 火曜日

長ら同先

山 口 県

先
道路道

（定期）報

道路道
美先同

第 号

長先

二
九
）
平
成
二
十
二
年
度
山
口
県

成
二
十
二
年
十
一
月
山
口
県
議
会

門
市
三
隅
下
字
石
休
六
〇
の
一
地
先
か

市
三
隅
下
字
百
合
野
一
八
四
の
二
一
地

ま
で

公

ま
で路

の
種
類

県
道

線

名

豊
田
三
隅
線

路
の
区
域

区

間

路
の
種
類

県
道

線

名

湯
ノ
口
美
祢
線

路
の
区
域

区

間

祢
市
伊
佐
町
河
原
字
笹
尾
一
八
の
一
地

か
ら
市
伊
佐
町
河
原
字
勝
負
九
四
七
の
一
地

区

間

門
市
油
谷
伊
上
字
岡
山
下
四
五
の
一
地

補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
平
成
二

旧

最
狭

一
六
・
三

最
広

六
五
・
八

新

最
狭

一
五
・
五

最
広

六
五
・
八

告

新

最
狭

一
三
・
七

最
広

三
二
・
二

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

旧

最
狭

一
三
・
七

最
広

三
二
・
二

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

旧

最
狭

一
二
・
〇

最
広

一
五
・
八

新

最
狭

一
二
・
〇

最
広

一
五
・
八

十
二
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の

九
〇
・
〇

九
〇
・
〇

三
一
六
・
三

長

ー
ト
ル
）

備

考

長

ー
ト
ル
）

備

考

三
一
六
・
三

長

ー
ト
ル
）

備

考

二
三
・
四

二
三
・
四

８

負
２

金
別
特

１

金
入

繰

使
１

料
数
手

び
及
料
用

使

２

庫
国

１

金
出

支
庫

国
９

負
務
債

条
３
第

委
３

庫
国

加
追
の

為
行
担

条
４
第

）
正

補
の
債
方

地

、
は

更
変
の
債

方
地

補
算
予
出
歳

入
歳

表
１
第

び
及
金
担

分
７

款

入
歳

正

入
歳

条
１
第

分
１

金
担
負

の
算

予

額
総
の

算
予
出
歳

２

れ
そ

出
歳
入
歳
を

額
総

の
正

補
の
算
予

出
歳
入
歳

、
は

額
金
の
算

予

款

表
１

第

地
条

２
第

）
費
許
明
越

繰

法
治

自
方

和
昭が

と
こ
る
す

用
使
て
し

越
き
で

）
正
補
の
為

行
担
負
務

債 要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

成
平

成
平

年会
般

一
の
県
口
山

度
年

）
正
補
の
算

予
出
歳
入

歳

入
繰

計
会

金
担

料
用

金
担

負

金
助

補

金
託 、
は第

為
行

担
負
務

債
表

３
第

よ
に
」

正
補
債
方

地
表
４

額
正

補
項

る

金
担

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入
歳

、
に

れ
ぞ

分
区

の
項

。
る

す
と
円
千

歳

の
と

ご
分
区

該
当
び
及

よ
に

」
正
補
算

予
出
歳
入

第
律

法
年

。
る

第
）
号

、
は
費

経
る

１
第

条

明
越

繰
表

２
第

十
八
日

山
口

正
補

計
会

般
一

県
口

山
度

算
予

算
予
正

補
計

次
、

は
）
号

４
第

三

。

。
る

よ
に

」
正

補

額
の

前
正

補

）
円

千
位
単

計

歳
入

歳
、

し
加

追
を

円
千

の
後

正
補

に
び

並
額
金

出

よ
に

定
規

の
項

出
歳

入
歳

」
費
許

り
繰

に
度

年
翌

り。
る

よ
に

県
知
事

二

井

関

成

こ
と

る
め

定
に

）
号

４
第

。
る

よ
に
ろ

公

告



平

労
５

成 年 月 日 火曜日

衛
４

山 口

民
３

（定期）県 報

総
２

議
１

第 号
繰諸県

４

祉
福

会
社

１

費
働

院
病

生

護
保

活
生

７

祉
福

童
児

衛
境

環
４

生
衛

衆
公

１

費

徴
３

薬
医

８

所
健

保
７

生

６

挙
選

５

振
村

町
市

４

税

事
人

８

査
調

計
統

７

災
防

歳

費
生

員
委

査
監

９

員
委

１

費
会

項
款

出
歳

計
合

入

２

理
管

務
総

１

費
務

会
議

越

入
繰

金
基

２

整
調

画
企

事
託

受
２

入
収

越
繰

１

金

費

県
１

債

雑
６

業

費費費費費費費 費費
興

費費費費
会

費

補
額

正
補

費費費 金金入
収

入債

計
額

の
前
正

３

学
小

２

育
教

１合
出

歳

８

費
別
特
７

等
高

４

学
中

健
保

９

会
社 港
４

川
河

３

費
路
道

２

学

察
警

１

費
察

警
９

市
都

５

産
水
５

林
４

農
３

費
育

教

３

鉱
工
２

商
１

費
工

商
７

２

労
１

管
１

費
木

土
８

観

６

働
労

４

業
失

３

費
業

職畜
２

農
１

費
業

産
水

林
農

計

産

費
務

総

費
校

費
校

費
校

学

校
学

援
支

費
育

教

費
育

体

費
事

う
ょ

り
橋

費
岸

海

費
湾

費
画

計

費
理

管

費
地

費
業

費
業

費
業

費
業

費
光

費
理

費
政

発
開

力
能

費
策

対

費
会

員
委

費
業

費
業

四



平成

事

年 月 日 火曜日

３
第

山 口 県 （定期）報 第 号
２

第

期
項

追

正
補

為
行

担
負

務
債

表

加

費
許

明
越

繰
表

限
間

額
度

）
円
千

位
単

五



平成 年 月 日 火曜日 山 口 定期）県 報

４
第

第 号

更
変

正
補

債
方

地
表

）
円
千

位
単

。
る
よ

に
ろ

）
正
補
の
算

予
出
歳
入

歳

方
地
港
漁
関

下
１

款

出
歳

出
歳

場
市
２

費
場
市

売
卸

成
平

合

成
平

流
度
年

２

下
域

流
の
県
口
山

度
年

の
正

補
の
算
予

出
歳
入
歳

、
は

額
金
の
算

予

款

出
歳

入
歳

表
１
第

表
１

第

入
繰
５

款

入
歳

正
補

算
予

成
平

合
入

歳

会
他
１

金

成
平

漁
関
下
度

年

る

漁
関

下
の
県
口
山

度
年

。
る

よ
に
ろ
こ

と

）
正
補
の
算

予
出
歳
入

歳

の
算

予
出

歳
入

歳
条

１
第

歳
入
歳

を
額
総
の

算

額
総

ぞ
れ

そ
出

額
正

補
項

費
理

管計

計
会

別
特

業
事

道
水

下
域

会
別

特
業
事

道
水

予
正
補

算
予

正
補

計

分
区

該
当

び
及

分
区

の
項

補
算

予
出
歳

入
歳

の
と
ご

額
正

補
項

。
る

よ
に

」
正

金
入

繰
計

計

会
別

特
場
市

売
卸
方
地

港

場
市
売

卸
方

地
港

正
補

計

歳
、
ら

か

正
補
計

会
別

特

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入

れ
。

る
す

と
円

千

計
額

の
前
正

補

算

、
は

）
号

１
第

）
号
１

第 並
額

金

こ
と

る
め

定
に

次

出
歳
入

歳
の

後
正

補
に
び

額
の

前
正

補

）
円

千
位
単

計

算
予算
予

）
号

１
第

め
定

に
次
、

は
）

号
１

第

歳
入

歳
、

し
額

減
を

円
千

予
出

六



平成

よ
に

１
第

歳

年 月 日 火曜日

事平

山 口 県

２
第

費 流
１

（定期）報

繰
３

金 分
１

第 号

予

２

の １
第

出
歳

入

。
る

１
第

２
第

債

歳
入

歳
条

）
正

補
の

算
予

ら
か

額
総

の
算

予
出

期
項成

平

成

整
湾

港
度

年

備
整

湾
港

の
県

口
山

度
年

１

業
事

道
水

下
域

項
款

事

債
表

計
合

出
歳

水
下

域
流

歳

加
追

正
補

為
行

担
負

務

１

担
負

び
及

金
担

項
款

入

歳

繰
計

会
他

１

金
入

担
負

出
歳

入
歳

条

出
歳

計
合

入

を
額

総

ら
か

額
総

の
算

予

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入
歳

の
正

補
の

算
予

出
歳

入
歳

、
は

額
金

の
算

の
項

款

為
行

担
負

務

入
歳

表
１

第

行
担

負
務

債
条

）
正

補
の

歳
入

歳
表

、
は

加
追

の
為

出
歳

入
歳

、

正
補

算
予

出

れ
ぞ

れ
そ

千

限
間

予
正

補
計

会
別

特
業

事
備

算

算
予

正
補

計
会

別
特

業

第 補
額

正
補

号
１

第

費
道

補
額

正
補

金金
入

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入
歳

、
円

千

び
及

分
区

。
る

す
と

円
千

歳

額
金

の
と

ご
分

区
該

当

。
る

よ
に

」
正

補
算

予
出

補
為

行
担

負
務

債
表

２
第

歳
入

歳
、

し
額

減
を
円

正

予
出

額
度

め
定

に
次

、
は
）

）
号

１

計
額

の
前
正

ろ
こ
と
る 計

額
の

前
正

予
出

歳
入

歳
、

し
額

減
を

入
歳

の
後

正
補

に
び

並

算

。
る

よ
に
」

出
歳

成
平

）
円

千
位

単

年

地
表

２
第

合
出

歳

）
則

総

更
変

正
補

債
方

歳

合
入

歳

県
１

債
県
５

款

費
業

事
備
整
湾

港
１

款

出

歳
入
歳

を
額
総
の

算

港
１

予
出
歳
入
歳

２

ぞ
れ

そ
出

金
の
算

予

款
の
正

補
の
算、
は

額
表
１

第

条
２
第

）
正

補
の
債
方

地

、
は

更
変
の
債

方
地

補
算
予
出
歳

入
歳

表
１
第

計
会
業

事
気
電
度

入
歳

正

算
予

正
補

計

額
正

補
項

債

計

額
正

補
項

費
湾 れ

分
区

の
項

。
る
す
と

円
千

歳

の
と

ご
分
区

該
当
び
及

よ
に

」
正
補
算

予
出
歳
入

正
補
債
方

地
表
２

第

。
る

る
よ

に
」

七

）
号

１
第

）
円

千
位

単

計
額

の
前
正

補

計
額

の
前
正

補

歳
の

後
正

補
に
び

並
額

金。

出
歳

入

）
円

千
位

単



平

２
第

成 年 月 日 火曜日

る ３
第

定 １
第

総業

山 口

と第 収 ２
第

収議

（定期）県 報

る ３
第

議１
第

総

第 号
に １

第

成
平

条

第 支 ２
第

収

予
条

ン
セ

療
医

合
総

度
年

中
条

９
第

算

成
平

。

与
給

員
職

平
条

）
則

療
医

合
総

度
年

成

る
め

合
総

の
県

口
山

度
年

予
の

務

。
る

よ
に

ろ
こ

と

益

。
る

よ
に

ろ
こ

）
量

定

平
条

）
出

支
び

及
入

収
的

成

的
益

事
道

水
用

業
工

度
年

と
の

次
を

額
定

予
の

出
支

道
水

用
業

工
款

２

目
科

お

費
業

営
項

１
第

用
費

業
事れ

け
な

経
を

決
議

の
会

用

費
業

営
項

１
第

す
用

流
ば

れ
け

な
経

を
決

議
の

会

用

条
７

第
算

予
条

す
用

流
ば

中成
平

。

与
給

員
職

成
平

条

）
則

業
工

度
年

平
条

業
工

の
県

口
山

度
年

成

る
よ

気
電

の
県

口
山

度
年

）
出

支
び

及
入

収
的

益

。

成
平

条

の
出

計
会

業
事

気
電

度
年

補
り

お
と

の
次

を
額

定
予

費
業

事
気

電
款

２

目
科

正

算
予

計
会

業
事

ー
タ

用

下
以

費

予

を
」

円
千

業
事

ー
タ

ン
セ

与
給

員
職

ン
セ

療
医

算
予

正
補

計
会

業

正
補

の
計

会
業

事
ー

タ 算
予

計
会

下
以

。
る

す
正

補
り

と
」

算
予

決
既

額
定

予
正

補

出
支

円
千

円
千

費
経

い
な

き
で

の
と

こ
る

）

円
千

費
経

い
な

き
で

の
と

こ
る費

）

を
」

円
千

会
業

事
道

水
用

与
給

員
職

算
予

正
補

計

補
の

計
会

業
事

道
水

用

第

算
予

正

算
予

正
補

の
計

会
業

事

算
予

号
１

第

下
以

。
る

す

。
う

い
と

」
算

予

決
既

額
定

予
正

補

出
支

円
千

条
２
第

）
。

う
い

と
」
算 費

第 め
改
に

」
円

千

算
予

）
号

１
第 う
い

に
次
、
は

）
号

１
第

予

た
め
定
に

条
３

第
）

。

計
額

定

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千費

円
千

第

）
号
１

め
改
に
」

円
千

る
め
定

に
次

、
は

）
号

１

こ
と
る

め
定

に
次

、
は
）

収
た

め
定

に
条

３
第
）

ろ

計
額

定
予

的
益

円
千

円
千

れ
け
な
経
を

決
議
の
会

議

ろ
こ
と

る
め
定
に

次

流
ば

。
る
よ

に

）
出
支
び
及

入
収
的
益

収

成
平

条
２
第

め
定
に

条

の
ろ

こ
こ
度
年

目
科

予
の

出
支
的
益
収

た

第

用
費

業
事

院
病

款
１

第

資
款
３

第

用
費

業
医

項
１

改
設

建
項
１
第

出
支

的
本

費
良れ

け
な
経
を

決
議
の
会

議

条
７
第

算
予

条
５
第

流
ば

中

成
平

。
る
め

改

員
職

ろ
こ
こ

度
年

成
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資

定
に
条
４
第

算
予

条
４
第
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本
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科
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担
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器
械
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医
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に
」

円
千
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支
び
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入
収
的
益

収

定
に
条
３
第
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予

条
３
第

事
院
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款
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第

目
科
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め

用
費

業
医
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第
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費
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な

き
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タ
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医
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改 ３
第

（
四測

国
土

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日
か

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
基
盤
地
図
情
報
整
備

作
業
の
地
域

山
口
市
及
び
長
門
市

作
業
の
期
間

中
条

７
第

算
予

条

。
る

め

与
給

員
職

三
〇
）
基
本
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

ら
同
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

山
口
県
知

）

費
を

」
円

千
給

員
職

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

事

二

井

関

成

費
与

に
」
円

千

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

あ
り
ま
し
た
。

九
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